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Ｘ－（Ｘ×0．3＋180，000）－ Ｘ×0．15－1，390，000＝0

この式によって計算するとＸ＝285．4万円
（注） 夫婦子2人（子のうち1人が中学生、1人が大学生）
の給与所得者の場合である。

基礎控除

配偶者控除

特定扶養控除

社会保険料控除給与所得控除給与収入
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論壇
1
�
は
じ
め
に

税
理
士
法
第
49
条
の
11
で

は
、「
税
理
士
会
は
、
税
務
行

政
そ
の
他
租
税
又
は
税
理
士
に

関
す
る
制
度
に
つ
い
て
、
権
限

の
あ
る
官
公
署
に
建
議
し
、
又

は
そ
の
諮
問
に
答
申
す
る
こ
と

が
で
き
る
。」
と
あ
り
、
税
理

士
会
は
官
公
庁
に
対
し
建
議
権

を
有
し
て
い
る
。
こ
の
建
議
を

税
理
士
会
が
、
ど
の
よ
う
な
背

景
を
基
礎
に
行
う
か
で
あ
る

が
、
そ
こ
に
は
複
数
の
目
的
が

存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
。
本

会
で
は
、
あ
る
べ
き
税
制
構
築

の
た
め
の
基
本
理
念
と
し
て
、

⑴
公
平
性
に
配
慮
し
た
税
制
⑵

透
明
性
に
配
慮
し
た
税
制
⑶
国

民
の
理
解
と
納
得
が
得
ら
れ
る

税
制
⑷
遡
及
立
法
の
禁
止
を
掲

げ
て
い
る
。
そ
の
中
の
、
公
平

性
に
配
慮
し
た
税
制
で
は
、
同

一
の
所
得
者
に
は
同
じ
税
負
担

を
求
め
る
水
平
的
公
平
や
、
負

担
能
力
の
高
い
人
に
は
高
い
負

担
を
と
い
う
垂
直
的
公
平
を
基

本
と
し
て
い
る
。「
垂
直
的
公

平
性
に
つ
い
て
は
、
所
得
格
差

や
経
済
環
境
な
ど
時
代
の
要
請

に
従
い
そ
の
扱
い
は
変
化
し
う

る
」1
と
さ
れ
て
お
り
、少
子
高

齢
社
会
を
迎
え
た
現
代
に
合
う

所
得
再
分
配
機
能
の
促
進
を
前

提
と
し
た
垂
直
的
公
平
の
実
現

が
必
要
と
考
え
る
。

2
�
本
会
の
意
見

現
代
の
日
本
の
社
会
構
造
を

背
景
に
、
こ
の
所
得
再
分
配
機

能
促
進
の
た
め
の
所
得
税
の
負

担
調
整
の
あ
り
方
を
本
会
の
調

査
研
究
部
等
に
お
い
て
議
論

し
、
そ
の
あ
り
方
を
実
現
す
べ

く
、
本
会
の
平
成
30
年
度
税
制

及
び
税
務
行
政
の
改
正
に
関
す

る
意
見
書
に
お
い
て
、
次
の
要

望
を
行
っ
て
い
る
。

人
的
控
除
及
び
控
除
方

式
を
見
直
す
こ
と
。
ま

た
、
人
的
控
除
以
外
の
所

得
控
除
に
つ
い
て
は
、
そ

の
必
要
性
等
を
見
直
す
こ

と
。（
所
法
72
〜
86
）

【
意
見
及
び
理
由
】

憲
法
第
25
条
は
「
国
民
は
、

健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の

生
活
を
営
む
権
利
を
有
す

る
。」
と
し
、
こ
れ
を
保
障
す

る
た
め
の
法
律
で
あ
る
生
活
保

護
法
で
は
「
最
低
生
活
」
に
つ

い
て
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、

本
人
及
び
家
族
の
最
低
限
度
の

生
活
を
維
持
す
る
の
に
必
要
な

部
分
は
担
税
力
を
持
た
な
い
と

の
理
由
か
ら
、
人
的
控
除
（
基

礎
控
除
、
配
偶
者
控
除
、
配
偶

者
特
別
控
除
及
び
扶
養
控
除
）

は
生
存
権
の
保
障
の
租
税
法
に

お
け
る
現
れ
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
最
低
限
度
の
生
活
を
維

持
す
る
た
め
の
課
税
最
低
限
に

つ
い
て
、
財
政
事
情
を
考
慮
し

つ
つ
、
生
活
保
護
の
水
準
に
合

わ
せ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し

い
。
課
税
所
得
の
調
整
方
法
に

つ
い
て
、
現
行
の
所
得
控
除
方

式
は
適
用
税
率
の
高
い
高
所
得

者
に
有
利
な
制
度
で
あ
る
た

め
、
全
て
の
納
税
者
が
一
定
額

ま
で
同
一
の
軽
減
の
効
果
が
得

ら
れ
る
税
額
控
除
方
式
又
は
ゼ

ロ
税
率
方
式
（
一
定
の
課
税
所

得
ま
で
税
率
を
ゼ
ロ
と
す
る
方

式
）
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。

3
�
意
見
の
背
景

⑴
少
子
高
齢
社
会
に
お
け
る
少

子
化
問
題

現
代
の
日
本
の
社
会
構
造

は
、
少
子
高
齢
社
会
で
あ
る
。

少
子
化
の
要
因
は
様
々
あ
る
。

そ
の
要
因
の
一
つ
に
、
若
年
層

の
低
所
得
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。

厚
生
労
働
白
書
の
年
収
別
20
歳

代
・
30
歳
代
男
性
の
既
婚
率
2

で
は
、
年
収
が
3
0
0
万
円
未

満
の
場
合
の
既
婚
率
は
、
20
歳

代
が
8
・
7
％
、
30
歳
代
が
9

・
3
％
で
あ
る
が
、
3
0
0
万

円
以
上
4
0
0
万
円
未
満
の
既

婚
率
は
、20
歳
代
が
25
・
7
％
、

30
歳
代
が
26
・
5
％
と
年
収
3

0
0
万
円
を
境
に
大
幅
に
上
昇

す
る
。
ま
た
、
雇
用
形
態
別
に

み
た
20
歳
代
男
女
別
の
年
収
3

で
は
、
25
歳
〜
29
歳
の
非
正
規

雇
用
の
男
性
の
年
収
が
2
8
1

・
8
万
円
、
女
性
が
2
4
1
・

5
万
円
と
な
っ
て
お
り
、
男
性

の
20
歳
代
の
非
正
規
雇
用
の
労

働
者
の
大
半
が
未
婚
と
い
う
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
既
婚

者
の
場
合
、「
理
想
と
す
る
子

ど
も
の
数
を
実
現
で
き
な
い
理

由
と
し
て
6
割
以
上
が
「
子
育

て
や
教
育
に
お
金
が
か
か
り
す

ぎ
る
か
ら
」
と
し
て
お
り
、
妻

の
年
齢
が
30
歳
未
満
の
若
い
世

代
で
は
8
割
以
上
に
上
が
っ
て

い
る
」4
と
あ
る
。こ
の
結
果
か

ら
、
若
年
層
の
低
所
得
化
が
、

結
婚
す
る
若
者
が
減
る
要
因
と

な
っ
て
お
り
、
更
に
、
結
婚
し

て
も
理
想
と
す
る
子
ど
も
の
数

の
実
現
が
で
き
な
い
要
因
と
な

っ
て
い
る
こ
と
が
推
定
で
き

る
。

⑵
少
子
化
問
題
に
対
す
る
税
制

等
の
あ
り
方

こ
れ
ら
若
年
層
の
低
所
得
化

に
対
し
、
税
制
を
ど
う
構
築
し

て
い
く
か
が
、
今
後
の
日
本
の

少
子
化
に
対
す
る
問
題
を
解
決

す
る
ポ
イ
ン
ト
と
言
え
る
。
こ

の
問
題
に
関
し
、
ま
ず
税
制
で

考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
特
に
低

所
得
者
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な

い
が
、
人
的
控
除
の
あ
り
方
で

あ
る
。
こ
の
人
的
控
除
は
、「
所

得
の
う
ち
本
人
お
よ
び
そ
の
家

族
の
最
低
限
度
の
生
活
を
維
持

す
る
の
に
必
要
な
部
分
は
担
税

力
を
も
た
な
い
、
と
い
う
理
由

に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
憲

法
25
条
の
生
存
権
の
保
障
の
租

税
法
に
お
け
る
現
れ
で
あ

る
。」5
と
さ
れ
て
い
る
。特
に

若
年
層
で
低
所
得
者
に
つ
い

て
、
最
低
限
の
生
活
を
維
持
す

る
た
め
の
課
税
最
低
限
が
保
障

さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
現
在
の

生
活
だ
け
で
な
く
、
そ
の
先
に

備
え
る
べ
き
結
婚
や
家
族
形
成

に
つ
い
て
も
、
希
望
を
持
て
な

い
状
態
と
な
る
可
能
性
が
あ
る

と
言
え
る
。
課
税
最
低
限
の
適

正
化
等
に
よ
り
、
所
得
再
分
配

機
能
を
高
め
る
こ
と
が
出
来
、

特
に
若
年
層
で
あ
る
低
所
得
者

に
対
し
て
は
、
結
婚
や
、
そ
の

後
家
族
を
持
て
る
道
が
開
け
る

可
能
性
が
出
て
く
る
と
考
え

る
。
こ
の
所
得
再
分
配
機
能
を

強
化
す
る
に
は
、
政
府
税
制
調

査
会
の
会
議
資
料
6
に
あ
る

「
年
齢
層
の
垣
根
を
無
く
し
、

困
っ
て
い
な
い
人
が
困
っ
て
い

る
人
を
助
け
る
仕
組
み
」
の
構

築
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
仕
組
み
は
格
差
を
是
正
す

る
仕
組
み
で
あ
り
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

報
告
7
で
も
「
ジ
ニ
係
数
（
所

得
分
配
の
不
平
等
さ
）
の
3
ポ

イ
ン
ト
の
上
昇
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成

長
率
を
毎
年
0
・
35
％
ず
つ
低

下
さ
せ
て
い
る
。」
と
あ
り
格

差
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
に
与
え
る
影

響
に
言
及
し
て
い
る
。

4
�
意
見
の
解
説

⑴
人
的
控
除
の
額
の
見
直
し

財
務
省
の
「
所
得
税
の
課
税

最
低
限
の
内
訳
及
び
算
出
方

法
」
は
、
課
税
最
低
限
の
計
算

上
、
給
与
所
得
者
を
前
提
と

し
、
給
与
所
得
控
除
や
社
会
保

険
料
控
除
も
考
慮
し
、
次
の
よ

う
な
算
式
に
よ
り
算
定
さ
れ
る

と
し
て
い
る
。

泫

書
の
家
族
形
態
の
場
合

の
課
税
最
低
限
は
、
2
8
5
・

4
万
円
と
な
り
月
額
約
23
・
8

万
円
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

独
身
の
場
合
、
同
様
の
算
式
で

課
税
最
低
限
を
計
算
す
る
と
、

1
0
1
・
8
万
円
で
月
額
約
8

・
5
万
円
、
既
婚
で
片
働
き
の

者
が
、
配
偶
者
控
除
を
適
用
し

た
場
合
に
は
、
1
7
0
・
9
万

円
で
月
額
約
14
・
2
万
円
と
な

る
。
こ
れ
ら
の
額
は
、
生
活
保

護
の
水
準
を
ほ
ぼ
超
え
て
い
る

が
、
こ
の
課
税
最
低
限
が
「
健

康
で
文
化
的
な
最
低
限
の
生
活

を
維
持
」
す
る
に
足
る
金
額
で

あ
る
か
の
検
証
が
必
要
で
あ

る
。
単
身
の
場
合
を
想
定
し
、

最
低
限
の
生
活
維
持
を
月
額
10

万
円
と
仮
定
す
る
と
、
基
礎
控

除
の
額
が
、
現
状
の
38
万
円
で

は
不
足
す
る
た
め
、
現
状
額
に

18
万
円
プ
ラ
ス
し
56
万
円
程
度

に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
日
本

の
少
子
化
の
原
因
を
解
消
す
る

た
め
に
は
、
未
婚
の
若
年
層
及

び
既
婚
で
子
ど
も
が
い
な
い
低

所
得
者
層
へ
の
対
策
を
早
急
に

考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
人
的
控

除
の
額
の
見
直
し
が
有
効
と
考

え
る
。
ま
た
、
個
人
事
業
者
に

は
、
給
与
所
得
控
除
の
よ
う
な

概
算
控
除
は
存
在
し
な
い
た

め
、
給
与
所
得
控
除
及
び
社
会

保
険
料
控
除
も
含
め
た
額
を
課

税
最
低
限
と
位
置
付
け
る
か

は
、
検
討
が
必
要
と
言
え
る
。

人
的
控
除
を
、
課
税
最
低
限
と

位
置
付
け
る
な
ら
ば
、
本
来

は
、
こ
の
人
的
控
除
の
額
単
独

で
、
課
税
最
低
限
を
満
た
せ
る

こ
と
が
望
ま
し
い
仕
組
み
と
言

え
る
。

⑵
所
得
控
除
方
式
の
見
直
し

①
ゼ
ロ
税
率
方
式

人
的
控
除
の
額
の
見
直
し
と

併
せ
て
、
現
行
の
所
得
控
除
方

式
の
見
直
し
を
行
う
べ
き
で
あ

る
。
人
的
控
除
の
額
が
本
来
の

課
税
最
低
限
と
さ
れ
た
場
合
、

そ
の
効
果
を
有
効
に
実
現
で
き

る
方
法
と
し
て
、
ゼ
ロ
税
率
方

式
が
あ
る
。
現
行
の
所
得
控
除

方
式
は
、
超
過
累
進
税
率
の

下
、
適
用
税
率
の
高
い
高
所
得

者
の
軽
減
額
が
大
き
く
な
り
、

適
用
税
率
の
低
い
低
所
得
者
よ

り
適
用
税
率
の
高
い
高
所
得
者

の
軽
減
額
が
大
き
く
な
る
方
式

で
あ
る
。
ゼ
ロ
税
率
方
式
は
、

一
定
額
ま
で
課
税
が
さ
れ
な
い

方
式
で
あ
る
た
め
、
そ
の
効
果

は
高
所
得
者
も
低
所
得
者
も
同

様
で
あ
る
。
課
税
最
低
限
で
あ

る
一
定
額
ま
で
、
課
税
を
行
わ

な
い
方
式
で
あ
る
た
め
、
納
税

者
に
も
申
告
の
有
無
を
容
易
に

判
断
す
る
こ
と
が
出
来
、
更
に

徴
税
コ
ス
ト
の
削
減
も
可
能
で

あ
る
。
た
だ
し
、
先
に
述
べ
た

と
お
り
税
と
社
会
保
障
制
度
と

が
、
一
体
で
課
税
最
低
限
の
見

直
し
が
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し

い
が
、
一
体
で
実
現
が
さ
れ
な

い
場
合
に
は
、
低
所
得
者
層

は
、
税
の
み
が
負
担
減
と
な

り
、
社
会
保
障
負
担
は
変
わ
ら

な
い
た
め
低
所
得
者
層
の
「
健

康
で
文
化
的
な
最
低
限
の
生
活

を
維
持
」
の
実
現
が
さ
れ
な
い

可
能
性
が
残
さ
れ
る
。

②
給
付
付
き
税
額
控
除
方
式

税
と
社
会
保
障
制
度
一
体

で
、
課
税
最
低
限
の
見
直
し
が

さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
低
所
得

者
層
の
社
会
保
険
料
負
担
は
減

少
し
な
い
。
低
所
得
者
の
社
会

保
険
料
負
担
を
税
で
補
う
方
法

と
し
て
、
給
付
付
き
税
額
控
除

方
式
が
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的

に
は
、
課
税
最
低
限
で
あ
る
人

的
控
除
額
と
そ
の
他
の
所
得
控

除
の
額
の
合
計
額
が
、
合
計
所

得
を
上
回
る
場
合
に
は
、
所
得

制
限
及
び
支
払
っ
た
社
会
保
険

料
を
限
度
と
す
る
等
の
要
件
を

設
け
た
上
で
、
そ
の
上
回
っ
た

部
分
に
係
る
税
額
を
給
付
す
る

方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

5
�
最
後
に

少
子
高
齢
が
更
に
進
む
こ
と

で
、
若
年
層
の
税
及
び
社
会
保

障
費
の
負
担
は
、
現
行
の
仕
組

み
の
ま
ま
で
は
、
更
に
増
加
す

る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
ま

た
、
少
子
化
の
原
因
が
、
若
年

層
の
低
所
得
化
で
あ
る
こ
と
は

厚
生
労
働
白
書
に
よ
っ
て
も
明

ら
か
で
あ
り
、
こ
の
部
分
に
タ

ー
ゲ
ッ
ト
を
置
き
、
所
得
再
分

配
機
能
を
強
化
す
る
こ
と
が
、

少
子
化
対
策
と
し
て
有
効
で
あ

る
と
考
え
る
。
課
税
最
低
限
の

額
の
適
正
化
等
が
、
終
身
雇
用

制
度
が
崩
壊
し
、
非
正
規
雇
用

が
増
加
す
る
時
代
に
お
け
る
若

年
層
の
「
健
康
で
文
化
的
な
生

活
の
維
持
」
の
支
え
と
な
り
、

更
に
は
、
結
婚
及
び
そ
の
後
の

家
族
を
形
成
し
て
い
く
た
め
の

大
き
な
柱
に
な
る
と
考
え
る
。
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